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令和２年度再資源化等業務に関する事業報告書
(令和２年４月 1 日～令和３年３月３１日) 

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（以下「本財団」という。）は、循環型
社会の構築に向け、自動車リサイクルの一層の推進を通じて、公益財団法人として
社会に貢献することが使命であり、資源の有効活用及び環境の保全に資するため、
自動車等のリサイクル及び適正処理の促進に関する事業を行っている。 

Ⅰ 要旨 
本財団は、平成１５年６月２４日に使用済自動車の再資源化等に関する法律（平

成１４年法律第８７号。以下「法」という。）第１０５条に規定する指定再資源化機関
に指定されており、法第１０６条に規定する再資源化等業務を実施した。 

令和２年度においては、地方公共団体（以下「地方自治体」という。）のためのセ 
ーフティネット機能の一環として、災害発生に備えた体制整備・処理計画策定等に
資する情報提供・啓発活動並びに研修会、不法投棄・不適正保管事案の解消に資
する知見の共有・情報提供等の支援について、コロナ禍においてもリモートツール
を活用しながら実施した。また、全国に残存する使用済自動車等の不法投棄・不適
正保管台数の削減に資するため、国が方針等を定めたモデル事業の対象となる
地方自治体の取組みを支援した。 

Ⅱ 事業内容 
令和２年度に再資源化等業務に関する事業として実施した主要なものは以下のと

おりである。 

１． 特定自動車製造業者等からの委託による特定再資源化等物品の再資源化等
業務（１号業務） 

本業務では、年間製造・輸入台数が１万台未満の自動車製造業者である特
定自動車製造業者等３３社との再資源化等契約に基づき、特定再資源化等物
品の再資源化等に必要な行為を実施した。 

令和２年度は定常的な取組みにより、フロン類、エアバッグ類及びＡＳＲを合
わせた特定再資源化等物品の総処理台数で１０，２６６台分、０．５億円の委託
料金等収入を収受した。 

２． 義務者不存在車等に係る特定再資源化等物品の再資源化等業務（２号業務） 
本業務では、義務者不存在車等（並行輸入車、自動車製造業者又は輸入業

者が倒産、撤退、廃業した車で自動車製造業者が確定できない自動車）に係る
特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施した。 

令和２年度は定常的な取組みにより、フロン類、エアバッグ類及びＡＳＲを合
わせた特定再資源化等物品の総処理台数で１２，２０９台分、１．０億円の再資
源化料金等受入収入を収受した。 

本業務においては、再資源化料金等受入収入を引取台数や処理費用の観
点から分析し、適正な再資源化等料金を設定のうえ、自動車所有者等に向け
公表した。 
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また、本業務においては、環境省との連携及び災害廃棄物処理支援ネット
ワーク（以下「D.Waste-Net」という。）メンバーとしての活動を通じて、災害発生
時における被災自動車の適正処理に対する地方自治体による対応の円滑化
に向けて、以下を実施した。
（１） 首都直下型地震による被災自動車発生台数の推計を実施するとともに、

平成２９年度に行った南海トラフ巨大地震による被災自動車発生台数の
推計について、最新データを入手し更新を行った。

（２） 手引書・事例集、推計結果等を活用した情報提供・啓発活動並びに説明
会・研修会を通じて、地方自治体における被災自動車の適正処理に係る
体制整備、処理計画の策定等の支援を実施した。

（３） D.Waste-Net の活動を通じて、地方自治体に情報提供、助言等の支援を
実施した。

３． 離島対策支援事業（３号業務） 
本業務では、引取業者への使用済自動車等の引渡しに支障が生じている離

島の地域の１２５市町村に対し、運搬その他の支障を除去するための措置に
要する費用に充てるための資金の出えんその他の協力を実施した。 

令和２年度は定常的な取組みにより、８１市町村に対し、２５，３９０台分、１．
２億円の出えんを実施した。 

また、本業務において、その他以下を実施した。 
（１） 離島地域における自動車リサイクルの安定を維持するため、各市町村へ

のアンケート及び出えん実績等の分析により個別課題の有無を確認し、
課題や要望のあった市町村については、対応策を検討することとした。

（２） 市町村が実施する当該事業の周知への協力要請に応じて、周知ポスタ
ー及び周知チラシを５９市町村に配布した。

（３） 小規模離島における事業の活用促進を目的に、島民向けの周知ツール
として事業案内を記したカレンダーを作成し、４４市町村に配布した。

（４） 令和２年度に申請のあった８１市町村のうち、延べ２２市町村の申請証憑
確認を実施し、事務精度を確認した。

４． 不法投棄等対策支援事業（４号業務） 
本業務では、使用済自動車等が不適正に処分された場合において、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１９条の７第１項
又は第１９条の８第１項の規定による支障の除去等の措置を講ずる地方自治
体に対し、資金の出えんその他の協力を行うこととしている。 

不法投棄等対策支援事業の活用方法を毎年地方自治体に周知しているも
のの、令和２年度は、不法投棄等対策支援事業の協力を要請する地方自治体
はなかった。 

ただし、既存の不法投棄等対策支援を拡充するため、平成２９年度より検討
を進めてきた国のモデル事業について、令和元年度に当該事業の対象となる
地方自治体が選定されたため、令和２年度は国の方針に基づき、不法投棄等
の未然防止・解消に向けた、当該地方自治体による取組みへの支援を実施し
た。 
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また、本業務においては、使用済自動車等の不法投棄・不適正保管の解
消・抑止に資するため、地方自治体に向けたその他の協力事項として以下を
実施した。 
（１） 地方自治体における不法投棄・不適正保管事案に関する課題の解決に

資するため、情報提供・助言等を実施した。
（２） 不法投棄・不適正保管の事案を所管する地方自治体の対応状況等につ

いて情報の整理を行い、当該地方自治体の担当者と事案の解消に向け
た意見交換を実施した。

（３） 地方自治体の担当者に不法投棄・不適正保管事案解消に向けた知見を
提供するため、これまで全国８ブロックで実施していた「自治体担当者向
け基礎知識研修」（座学研修）について、令和２年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から、オンラインにて実施した。なお、「自治体
担当者向けステップアップ現場研修」（実地研修）については、リモートで
の実施が困難なことから、令和２年度は開催を取りやめた。

５． 地方自治体が撤去した解体自動車等に係る引取・再資源化業務（５号業務） 
本業務では、不法投棄等対策支援事業（４号業務）で対象となった地方自治

体が撤去した解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資
源化等に必要な行為を行うこととしている。 

令和２年度は、地方自治体による不法投棄等対策支援事業の活用がなかっ
たことに伴い、５号業務の実績もなかった。 

６． 不適正処分自動車の処理に係る引取・再資源化等業務（６号業務） 
本業務では、地方自治体その他の者の求めに応じ、引取り又は引渡しが適

正に行われていない解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これら
の再資源化等に必要な行為を行うこととしている。 

令和２年度は、地方自治体その他の者からの要請がなく、実績はなかった。 

なお、再資源化等業務規程第１８条第３項及び第５項に基づき、令和２年度の大
規模災害対応（２号）業務に係る出えん収入の残余については、令和３年度の大規
模災害対応（２号）業務を実施する費用に充て、同様に３号及び４号業務に係る出
えん収入の残余については、令和３年度の第３号から第５号までの業務を実施す
る費用に充てる。 

以上




